
障害者雇用に魅せられて

依田晶男

〜人を活かし・共に成長する〜

乃木坂スクール（2025年12月10日）



名もなき官僚の仕事の流儀

複眼的に見て
組織内外の垣根を越える
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第１章



過去の自分への反省を新たな政策に繋げる
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入省２年目に配属された老人福祉課では、「要介護老人対策」と
「生きがい対策」が施策の柱だった。

「寝たきりになる」原因への疑問も感じず、介護者の負担軽減に向
けてサービスの充実に取り組む日々。

数年後に老人保健課に異動し、大熊由紀子さんが「寝たきり老人」
は社会によって作られたものと訴える記事に接し、大いに反省。

「寝たきりを予防する」ための対策を総合的に取りまとめて打ち出
し、「寝たきり老人ゼロ作戦」として立案。【1989年】

折しも消費税の創設に伴い、高齢者保健福祉推10ヵ年戦略（ゴール
ドプラン）を策定することになり、若手からも提案が求めらた。

常識を変えたい



「寝たきり老人ゼロ作戦」
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身体機能の低下した老人に対し
適切なサービスを円滑に提供す
る情報網の整備

老人の寝たきりの状態を防止
するための啓発活動の展開

「寝たきり老人」の原因となる脳
卒中、骨粗しょう症、骨折等の発
生の予防

医療機関、施設等における適切
なリハビリテーションの普及

在宅の保健・医療・福祉サービス
の充実

寝たきりにならずに生活できる
住環境の整備

寝たきり老人

老人

脳卒中等の発生

上記に係る予算措置のほか、診療報酬改定でも「寝たきりにしない医療」を目指し、老人病院の
介護力の強化と薬漬け・検査づけの是正、早期リハビリテーションの評価などを進めた。



寝たきりゼロへの10か条（意識改革）

「寝たきりは予防できる」ことについて、保健医療関係者、福祉関係者のみな
らず、お年寄り自身を含めた国民共通の理解としていくために、「寝たきりゼ
ロへの10か条」を策定した。 【1991年3月】

第１条 脳卒中と骨折予防  寝たきりゼロへの第一歩

第２条 寝たきりは寝かせきりから作られる  過度の安静逆効果

第３条 リハビリは早期開始が効果的  始めようベッドの上から訓練を

第４条 くらしの中でのリハビリは  食事と排泄着替えから

第５条 朝起きてまずは着替えて身だしなみ  寝食分けて生活にメリとハリ

第６条 「手は出しすぎず目は離さず」が介護の基本  自立の気持ちを大切に

第７条 ベッドから移ろう移そう車椅子  行動広げる機器の活用

第８条 手すりつけ段差をなくし住みやすく  アイデア生かした住まいの改善

第９条 家でも社会でもよろこび見つけ  みんなで防ごう閉じこもり

第10条 進んで利用 機能訓練デイサービス  寝たきりなくす人の輪地域の輪

うち そと
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止まらぬ涙に信頼回復を誓う
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「薬害エイズ事件」（非加熱製剤によるHIV感染問題）

「彩福祉グループ事件」（事務次官の逮捕）

旧次官の退官挨拶がない異例の会場での
新次官の挨拶【1996年11月】

健康危機管理調整会議の設置
（初代の健康危機管理調整官に就任）

健康危機管理で厚生省に対する信頼回復を誓う

世間の厳しい批判に晒される厚生省職員の
心に染み入る言葉に止まらぬ涙



健康危機管理調整会議で目指したこと

（１）出発点は「情報の共有化」
・省内LANで省内情報の共有化、インターネットで外部情報の収集
・所管問題とは切り離して総力を挙げて情報収集
・把握された情報に基づき関係部局の役割分担を調整

（２）関係部局が参加して「総合的な対応」を検討
・関係部局の幹事等の打ち合わせを頻繁に開催
・調整会議で方針確認
・危機管理担当部局の責任は変わらず
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１.「情報の共有化」と「総合的な対応」

２.所管問題より国民の健康を守ることを優先する姿勢

３.国民の不安を増大させないスピード対応

４.部局の垣根を超えた総合対応

・各省庁を引っ張ったナホトカ号重油流出事故への対応

・重要問題では迅速な記者発表（翌週に回さない）

・時間と労力を節約して効果的な総合対策を実現



・不作為の判断材料の公表
・必ず目を通す文献リストの公表

・健康危機管理調整会議でのフォローアップ
・情報公開による外部からのチェック（前提条件の変化の監視の目を増やす
・研究報告書もデータベース化して外部検索を容易化

・国立病院という全国ネットのアンテナ
・特定の症例照会をHOSP –NETを通じて行い忍び寄る機器を迅速に把握
・統計情報を危機管理に活用

・研究者に健康危険情報の通報を要請
・通報から始まる対応は空振りも多いが健康危機管理の重要な訓練の機会
・厚生科学研究の健康危機管理の特別枠

・大学とは異なる厚生省の研究機関の役割
・健康危機管理調整会議活動への参加で行政と危機管理意識を共有
・特別の努力にはきちんとした評価
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５.過ちを繰り返さない

６.埋もれさせないために

７.アンテナを張り巡らす

８.厚生省の研究は危機管理に活用

９.厚生省の研究機関と一体となった体制



「実録・厚生省健康危機管理調整会議」
〜具体的な事例で見る健康危機管理調整の進め方〜

本年1月9日に厚生省健康危機管理調整会議（以下「調整会議」という）が設置されて以

来7ヶ月が過ぎようとしている。薬害エイズ問題に対する反省を踏まえ、厚生省の健康危機
管理体制の強化を目的として設置されたこの組織には、従来のような縦割り型の対応ではな
い、部局横断的な総合的な対応を厚生省内に定着させていく役割が期待されていた。設置当
初から、様々な健康危機の事例に直面するなかで、その都度、文字通りの試行錯誤を繰り返
しながら、今日まで対応してきたところである。
他省庁にも全く例のみられないこの新たな組織については、構想段階では屋上屋を重ねる

もので、設置する意義に乏しいといった意見もあったが、実際に調整会議としての活動を重
ねてくるなかで、国民の生命健康の安全を守ることを使命とする厚生行政においては、この
ような組織が不可欠であることを確信を持って主張できるようになってきた。行政改革にお
いて中央省庁の再編が議論されているが、こうした健康危機管理行政は総合的な視点で一体
的に行われる必要があることを痛感している。
調整会議の役割については、実際の活動に参画した者には実感していただいたものの、そ

れ以外の方々にはあまり知られていないところである。この冊子は、設置以来の具体的な調
整会議の活動を紹介することを通じて、厚生省の健康危機管理調整業務をどのように進めて
いくべきかについての課題を整理したものであり、厚生省内の関係者に調整会議の役割を理
解していただくことを目的として作成したものである。
本稿の内容については、関係部局に正式に協議したものではなく、調整会議事務局として

取りまとめたものでもない。しかしながら、このような事例集は調整会議としての活動を進
めていく上で参考となるものであり、今後、調整会議として公式の事例集が作成されること
を期待したい。なお、本稿の内容は調整会議の活動に関わるものであり、部内限りの扱いと
していただくようお願いする。

平成9年8月21日 （文責 前厚生省健康危機管理調整官 依田晶男） 9



「会議」ではなく「チーム」で動かす
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内閣府への出向で就任した障害者施策担当参事官は、政府の「障害
者施策対策推進本部」の課長会議の議長。

対策本部に上程する案件の事前了解という会議の開催にとどめず、
省庁横断的な課題に対応するための体制が必要と考えた。

「課題別推進チーム」として６チームを編成し、期間限定で集中的
に検討して施策を取りまとめ。

総合的に対応すべき重点課題を効果的に推進するため、課長会議の
下に関係省庁の職員等で構成されるチームを設置。【2004年3月】

他省庁にも役所の外にも「同志」は存在



障害者施策推進課長会議の「課題別推進チーム」の設置
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意識啓発推進チーム（2004年6月）

公共サービス適切対応推進チーム（2004年6月）

公務部門における障害者雇用推進チーム（2004年6月）

障害者権利条約に係る対応推進チーム（2004年6月）

資格取得試験等における配慮推進チーム（2005年3月）

地方障害者計画策定推進チーム（2005年3月）

「障害のある当事者からのメッセージ」の意見募集結果（2005年3月）
障害者の社会参加に関する特別世論調査（2005年1月）

「公共サービス窓口における配慮マニュアル～障害のある方に対する心の身だし
  なみ～」（2005年4月）

「公務部門における障害者雇用ハンドブック」（2005年3月）」

「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」（2005年
11月）



障害者雇用の世界との出会い

第２章

支援があることで働ける人がいる



いつかは障害者施策をやりたかった
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大学時代は司法試験を目指すも、弁護士として個々の事件へ
の対応から問題提起するより、国の制度構築に直接関わるほ
うが、より多くの人の問題解決に繋がると考え、国家公務員
を選択。

厚生省（現、厚生労働省）を選んだのは、社会的に弱い立場
の人たちの役に立ちたい思いがあったので、いつかは障害者
施策にも関わりたいとの思いも。

組織の論理に染まる前に現場を知っておきたいと思い、手話
サークルに通ったり、全国の福祉施設を訪ねたり。

初めて障害者施策に関わったのは、入省から16年目の1997年
7月で、統合前の「労働省」の障害者雇用対策課への出向。

ここで経験したのは、「働ける人＝支援の必要ない人」VS
「働けない人＝支援が必要な人」の２区分ではなく、「支援
を受けることで働ける人」がいるという事実。



障害者雇用の現場で出会った言葉
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人事部門で長く働いてきた人の中には、障害者雇用にハマってしまい、定年
退職後も引き続き障害者雇用に従事する人も少なくない。

障害者雇用は個人のできることに着目し、
その能力を最大限活かすことであり、

これこそ人事の醍醐味です

初めてのお給料で両親にレストランで
食事をご馳走しました

最初はできなかったことも、
任せてもらえるようになりました

彼らが真面目に働く姿を見て、職場も良
い雰囲気になり、彼らとともに会社も

成長していると感じています



障害者雇用の魅力
〜人を活かし・共に成長する〜

【人の成長に関われる喜び】 【自分自身の生き方にも影響】

周囲から評価されず、自己評価も低い
人が仕事を通じて成長し、自分の仕事
に責任と自信を持ち、自分の仕事を誇
らしく説明する姿を見ると、「やりが
いのある仕事」に関わらせてもらって
いると感じられる

障害のある人が仕事に真面目に取り
組む姿や、仕事に対する喜びや誇り
を素直に語る姿に接すると、働くこ
との意義や喜びを改めて感じ、自分
もそういう気持ちを大切にしたいと
思える
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仕事をする理由（知的障害）

何のために働くのか

平成20年度障害者雇用実態調査（知的障害者に対する質問から）
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就労継続支援B型

就労継続支援A型

一般の職場での
障害者雇用

一般の職場での
通常雇用

雇用関係がない
労働法不適用

労働対価

社
会
的
統
合

雇用関係がある
労働法適用

一般就労

福祉的就労

多様な就労形態
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働くことで得られる収入には大きな格差

235千円

身体障害者 知的障害者 精神障害者 発達障害者

137千円

149千円

130千円

福祉的就労

就労継続支援A型 就労継続支援B型

87千円

23千円

一般就労

令和5年度令和５年度障害者雇用実態調査 18

上段：30時間以上
下段：20時間以上30時間未満

268千円
162千円

157千円
111千円

193千円
121千円

155千円
107千円



一般就労をためらう気持ち

世間は厳しく、一般就労しても傷つく
だけ。親が元気なうちは嫌な思いをさ
せたくない。

親なき後のことを考えると、このまま
では不安もある。

利用者に高い工賃を払うためには、働き
がしらに抜けられると困る（抱え込み）。

施設での仕事ぶりを見ると、一般就労などでき
ないだろう（思い込み）

親

福祉施設の職員
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自分も福祉の世界しか知らない
（経験不足）



一般就労で得られるのはお金だけではない

① 福祉事業の利用者の立場ではなく、労働に対して報酬を
 得ることで、自立感を持ちやすい。

② 責任を伴うだけに、やり遂げた際の達成感も大きく、職
業人として成長する機会となる。

③ 生活リズムが整い、健康にも気をつけることで、生活が
安定する。

④ 組織に所属することで安心感が得られる。

⑤ 同僚、上司、顧客から評価されることで、自己効力感が
得られる。
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福祉事業とは異なる水準の報酬を得ることで、自身や
家族の生活を支えたり、趣味などにお金を自由に使う
ことで生活を豊かにできるが、それだけではない。



厚生労働省の誕生で変わる視界

第３章

雇用と福祉の連携



労働行政と福祉行政の違い
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国の直轄事業 自治体事業

内翰
【外部から不透明】

通知・事務連絡
【外部からも明確】

雇用保険財源
納付金財源

多種多様・創意工夫全国一律

税財源

労働行政 福祉行政

実施主体

財源

実施基準

基準の伝達

ハローワーク
（独）高齢者・障害者・求職者

雇用支援機構

福祉事務所
福祉施設等

実施現場

両者の違いに
驚く



厚生労働省の統合は絶好のチャンス

省庁統合を単なる数合わせではなく、統合のメリットを発揮すること
が求められる中で、障害者施策（雇用と福祉の連携）は「統合のメ
リット」を最も発揮できる分野と考えられた。

中央省庁の再編により、厚生省と労働省は2001年1月に統合され「厚生
労働省」が誕生することになった。

（２）「就労支援」と「生活支援」の「一体的な提供」が可能に

（１）「福祉」の領域から「就労」の領域への「円滑な移行」

（３）地方公共団体を含めた総合的なネットワークの構築

・労働施策は国の直轄事業、福祉施策は地方公共団体事業であり、
現場での連携が十分ではなかった。

・「生活」が安定しないと「就労」も安定せず、「就労」が不安定
だと「生活」も不安定になるなど、「就労」と「生活」は密接不
可分の関係。

・福祉施設の利用者になってしまうと、一般就労する機会が限られて
しまい、福祉施設の職員は一般就労への意識やノウハウが乏しい。
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「厚生福祉」（時事通信）での連載
【自治体職員へのメッセージ】

ここに、平成11年4月1日付の一本の通知がある。厚生省大臣官房障害保健福祉部
長と労働省職業安定局高齢・障害者対策部長が連名で都道府県の知事等にあてて発
した「障害者就業・生活総合支援事業の実施について」である。異なる省の二つの
部が、あたかも同じ省の組織同士であるかのように発した連名通知は、21世紀の障
害者施策の姿を示したものといえよう。

障害者に関する施策のうち、生活面は厚生行政、雇用面は労働行政という役割分
担はあるものの、両省の連携は必ずしもスムースに行われてこなかった。両省統合
は、障害者が働くことを総合的に支援するという流れを作り出す契機になるものと
期待されれいる。厚生省の障害福祉課、精神保健福祉課と労働省の障害者雇用対策
課との間では、既に両省の統合を視野に入れた施策展開についての検討が始まって
いる。

厚生省と労働省は、平成13年1月には「厚生労働省」という新たな組織に統合され
ることになっている。両省の統合は、それぞれの組織に属する職員とって不安もあ
るだろうが、一方では、従来の所管の垣根を超えた施策の展開が可能になるとの期
待もある。統合のメリットはいろいろな分野で生じてくるだろうが、その中でも最
も期待されるのは障害者施策の分野であるといわれている。

今年度予算の中にも、障害者施策の分野での両省連携事業が重点事項として盛り
込まれている。このような障害者施策をめぐる新たな国の動きについてお伝えし、
地方自治体等において障害者施策を展開していただくため、今回から5回にわたり、
労働行政の側の取り組みについて紹介させていただくこととする
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「厚生福祉」（時事通信）での連載
〜障害者雇用をめぐる新たな動き〜【1999年5月から全9回】
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「厚生福祉」（時事通信）での連載
〜障害者雇用と福祉の新世紀〜 〜【2001年8月から全10回】

26



「雇用と福祉の連携」は大きな流れに

障害者就業・生活支援の拠点作り事業（1999年〜）
  ・障害者の就業面と生活面を総合的に支援（厚生省と労働省の連携事業）

障害者就業・生活支援センター（2002年〜）
 ・障害者雇用促進法に位置付け（厚生労働省）

厚生省と労働省の統合で「厚生労働省」が誕生（2001年）

就労移行支援、就労継続支援A型・B型（2006年〜）
・就労系福祉サービスを障害者自立支援法に位置付け

就労定着支援（2013年〜）
・就労系福祉サービスの利用を経て一般事業所に就職した者の定着を支援

就労選択支援（2022年〜）
 ・就労アセスメントの手法を活用して就労先や働き方の選択を支援

一般就労中の福祉サービスの一時的利用の拡大（2024年〜）
 ・段階的に労働時間を増やす場合や休職からの復職を目指す場合に活用

障害者の就労支援に関する基礎的研修（2025年〜）
・雇用と福祉の分野横断的な基礎的スキル・知識を付与する研修

27



就労支援施策の対象となる障害者

28



障害者の就業が困難と考えられていた職種を対象にした軽減措置の除外
率は、段階的に引き下げられてきており、令和7年4月には一律10ポイント
引き下げられた。

法定雇用率は5年に1回、障害者の雇用状況を踏まえて見直しが行われ、
令和6年4月に2.3%（2.6%）から2.5%（2.8%）に引き上げられており、更に令
和8年7月には2.7%（3.0%）に引き上げられる。

29

障害者の法定雇用率制度

R8.7

2.6%

2.5% （2.8%）

2.7% （3.0%）

雇用必要数＝常用労働者数×（1－除外率）×法定雇用率 

除
外
率
引
き
下
げ

2.3%（2.6%）

（ ）内は、公的機関や独立行政法人の場合



法定雇用率の対象となる障害者の範囲の拡大
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精神障害者

知的障害者

身体障害者

実雇用率（％）

法定雇用率1.8% 1998.7.1～

法定雇用率1.6% 1988.4.1～

障害者雇用の状況（障害者雇用状況報告）

民間企業の雇用状況 雇用者数 67.7万人（身体障害者36.9万人、知的障害者15.8万人、精神障害者15.1万人）

実雇用率 2.41％ 法定雇用率達成企業割合 46.0％

雇用者数は21年連続で過去最高を更新

法定雇用率2.2% 2018.4.1～

法定雇用率2.0%  2013.4.1～

法定雇用率1.5% 1976.10.1～

法定雇用率2.3% 2021.3.1～

1988年4月
知的障害者を実雇用率に追加

1998年７月
法定雇用率の算定基礎対象
「身体障害者」
「知的障害者」

知的障害者を雇用した
場合、身体障害者を雇
用したものとみなす

1976年10月
法定雇用率の算定基礎対象
「身体障害者」

2006年4月
精神障害者を実雇用率に追加

精神障害者を雇用した
場合、身体障害者また
は知的障害者を雇用し
たものとみなす

2018年4月
法定雇用率の算定基礎対象
「身体障害者」
「知的障害者」
「精神障害者」

1

9

7

6

2

0

2

3

2.41

（万人）

（％）

出典：障害者雇用状況報告（厚生労働省）

法定雇用率2.5% 2024.4.1～

2

0

2

4

障害者の雇用数は増加の一途
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身体障害者

知的障害者

精神障害者



2018年の精神障害者の雇用義務化を契機として、精神・発達障害者
の雇用数が増加しており、知的障害者の雇用支援から、精神・発達
障害者の雇用支援へ重点が移行してきている。

○定型的で簡易な業務だと能力を

発揮できる者が多い

○生産性は低くても安定的に働ける

者が多い

○特別支援学校等で職業準備性を

身に付けた者も多い

○ 企業内ジョブコーチが配置された

集団での就労に親和性がある

【精神・発達障害者の雇用】

対象者の変化（身体→知的→精神）

○大卒等でスキルの高い者も多く、

高度の業務をこなせる者もいる

○突然体調を崩すなど安定性にか

けることも多い

○ 特別の指導訓練を受けておらず、

職業準備性に乏しい者もいる

○ 集団就労には抵抗感を持つ者も

多く、個別支援が求められる

【知的障害者の雇用】

32

1998年の知的障害者の雇用義務化を契機として、それ以前の身体障
害者中心の雇用から知的障害者の雇用数が増加してきた。



公的機関の障害者雇用水増し問題

第４章

気づけなかった慚愧の念



公的機関の障害者雇用率の不適切計上問題の発覚

2018年夏、国の行政機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者
の不適切計上が見られ、多くの行政機関で法定雇用率を達成していない状
況が明らかになった。

34



・法律の理念に沿って「率先して雇用」しているとの思い込み。

なぜ気づけなかったのか

当時、なぜ気づけなかったのか？

慚愧の念

なぜ問題が生じたのか？

・身体障害や精神障害について、障害者手帳がないものまで広く
障害者として計上するルールが誤って運用されてきた。

・公的機関の障害者雇用の実態把握や監督は行われず、誤った運
用が放置されてきた。

・営利重視ではなく障害者を抱える「余力」があるとの思い込み。

35



雇用保険財源によるサービス利用制限に加え、公的機関の支援
で民間企業の支援が不十分になることへの懸念から、公的機関
には支援機関のサービスが大幅に制限された。
ノウハウもなく外部のサポートも得られず、孤立した状態で雇
用すれば、障害者雇用の質が確保できないのではないか。

職場実習などマッチングの手順を踏まず、試験と面接だけで短
期間に大量の障害者を雇用する結果、後々「負の遺産」となっ
て苦労するのではないか。

公的機関に対する支援機関の利用制限で
「雇用の質」が確保できないのではないか？

問題への対応で懸念されたこと

「数合わせ」の雇用で「負の遺産」にならないか？

36



「公務部門の障害者雇用Q&A」

公的機関の職員に対する
障害者雇用の意義とノウハウの情報提供

支援機関の職員に対する
公務部門の職場特性の情報提供

「国の機関に対する障害者の
職場適応支援者養成研修」での講師

（2019年〜27回開催 計300人以上受講）

厚生労働省に対する
現場の課題と改善策の伝達

自分にできることは何なのか

「公務部門の職場の特性と障害者
雇用の課題」を職業リハビリテー
ション学会誌に投稿（2020年）

障害者雇用対策課に対して
「公務部門の障害者雇用の現状の問
題点とノウハウの普及案」を提案

「都道府県等教育委員会の障害者雇用事例集」

「公務部門の障害者雇用情報サイト」
の開設（2019年）

37



公的機関の職場の特性
〜就労支援機関に知ってもらいたかったこと〜

１.現業が少ない事務系の職場

２.定員枠に縛られている職場

３.採用ルールが厳密な職場

４.短期間で人事異動がある職場

５.法律で守秘義務が課せられている職場

６.統一的で横柄な人事評価が求められる職場

38



【厚生労働省への提言資料】
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法定雇用率は達成されたものの・・・

研修会での質問を踏まえ「公務部門の障害者雇用情報サイト」を開
設し、「公務部門の障害者雇用Q&A」を公開（2019年9月）

政府全体として、法定雇用率の達成に向けて障害者雇用が急速に進
められた結果、数字の上では大半の機関で法定雇用率が達成された
が、多くの課題が残された。

その原因は、職場に障害者雇用（特に身体障害者以外）のノウハウ
がないことに加え、公的機関の支援が制限されたことにあった。

厚生労働省では、中央省庁の職員を対象にした障害者雇用の研修会
を2019年度から実施しているが、その中で現場の職員の本音も浮か
び上がってきた。

離職していないという意味で「定着率」が高くても、障害者が職場
の戦力になっているかという点では、必ずしも十分とは言えない実
態があった。
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医療機関の障害者雇用

第５章

専門職中心の職場でのタスクシフトという視点



１. 医療機関には障害者雇用に適した「定型的な補助業務」が豊富に存在して
いる（仕事の宝庫）

医療機関という職場の特性

４. 医療職のマインドとして、人を助けたい思いがあるので、サポートへの理
解も得やすい（但し「医療」と「雇用」は異なる）

事務系の補助業務はDX化で減少する懸念もあるが、医療系の補助業務はDX化
に馴染みにくい（ベッドメイク、薬剤カートの搬送等）

２. 多忙な医療職の負担を軽減するための補助業務は元々存在しており、看護
助手や薬剤助手などが現に働いているため、職種のイメージが持ちやすい。

３. 医療機関が異なっても業務は共通しており、他の医療機関の成功事例が
そのまま使える。

５.「除外率」の引き下げにより、障害者雇用の一層の促進を求められている
が、医療機関での障害者雇用に関する情報は少ない。

42

事務系の業務の補助については、これまで行われていないため、必要性につ
いて理解が得にくい面もある。
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医療機関の障害者雇用ネットワーク

（連絡/質問先）

mediem.net@gmail.com

「医療機関の障害者雇用ネットワーク」は、ホームページを通じた情報発信
を目的としており、基本的な情報はホームページでどなたも閲覧できます。
 現在、160名ほどの方がメンバーとして登録されています 【会費無料】

医療機関の障害者雇用ネットワーク【2015年4月設立】



障害者雇用に取り組む過程で病院内の業務の効率化を進めた結果、
看護師等の国家資格のある職員が雑務から解放され、本来の仕事に
専念できる効果が生じている医療機関もあります。

「医療機関の障害者雇用ネットワーク」の趣旨

このような病院を訪ねると、あちこちで障害者雇用のおかげで助
かっていると評価する声を聴きます。ここでは、「職員に押し付け
られた障害者雇用」ではなく、「職員に歓迎される障害者雇用」が
実現できているのです。

「医療機関の障害者雇用ネットワーク」は、このような「職員に
歓迎される障害者雇用」を開拓した医療機関と、それを支援する就
業支援機関や特別支援学校、ハローワーク等の経験豊富な人材が参
加し、自分たちの事例を他に役立ててもらう「志」で情報交換・発
信するものです。

私たちは、「障害者雇用のノウハウは社会全体で共有すべきもの」
と考えています。このネットワークを通じて、先進事例に学びながら
自ら新たな事例を作り出し発信する医療機関が増え、他産業に比べて
遅れている医療現場の障害者雇用が大きく前進することを願っていま
す。

44



「雇用率制度」で陥りがちな失敗

法律で義務付けられたコンプライアンス問題

やらされ感・単なるコスト増と考える

45

能力を活かす発想に乏しい

「質の確保」

「数の確保」

働きやすい職場づくりの一環という位置付け

職場が助かることを考える

職員も障害者雇用の意義を感じられる

能力を最大限に活かす発想

障害者も働く意欲を持てる

障害者も働きがいを感じられない

職員も障害者雇用の意義を感じられない



最初のボタンを掛け違えない

人を先に選ぶ 仕事を先に選ぶ

雇用率を満たすために
障害者を雇用する

雇用した障害者の受
け入れ先を探す

受け入れ先に不安感・
抵抗感が生じやすい

現場のアンケート等で
仕事の候補を選定

選定された仕事に即し
た人材を募集

業務とのマッチングを
実習等で確認

受け入れ先の「働き方
改革」に資する

なかなか合う仕事が
見つからない

46

【メンバーシップ型雇用】 【ジョブ型雇用】



先行事例の把握

業務の切り出し

人材探し

職場実習

採用

仕事内容（何ができるか）、活用
部門（看護、薬剤、事務等）を知る

自院に合う働き方（チーム・個別）
支援体制をイメージ

職員が助かる業務を切り出すこ
とがポイント（職員アンケート）

障害特性や業務の再編について
支援機関からアドバイス

面接では分からない特性との
マッチングも実習で確認

学校や支援機関が関わることで
障害特性の情報も得られる

後悔しない障害者雇用への道筋

横断的な推進体制

経営幹部の意思決定

事務部門主導だと現場に押し
付けられ感が漂う

雇用率達成の数合わせという
「受け身」姿勢は失敗のもと

「働き方改革」の一環という
「攻め」の姿勢が成功への道

専門職の「働き方改革」に役立
つ視点で多部門が検討に参加

定着支援支援機関の定期面談で安定化 生活面は支援機関で対応

マッチング確認できた者を採用 定着支援を担う支援機関への
登録を勧奨

47

業務を決めたら実習を募集 特別支援学校や支援機関に実
習の意向を伝える



専門職等の業務の中から定型的な業務を切り出すことで、
業務負担が軽減され、専門職としての業務に特化できる。

【医療機関における「働き方改革」に資する】

48

タスクシフティングを通じて「働き方改革」を実現

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行の
「働く広場」2012年12月号から転載

現場の看護職から寄せられる
感謝のメッセージ

タスクシフティングにより、職場全体の労働時間の削減や
パフォーマンスの向上が実現し、医療の質の向上につながる。



看護業務でのタスクシフティングのイメージ

49

障害のあるスタッフ

看護補助者

看護職（国家資格）

看護職や看護補助者が行っている業務の中から
「定型的な業務」を切り出す

（コミュニケーションが苦手な者でも可能）

患者とのやりとりが必要な業務にシフトすること
で看護職の負担を軽減できる

医師業務の補助を含む看護資格が必要な業務
に専念できる
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２. 配置により加算取得に貢献できる（人材不足解消）

障害者雇用を「余計なコスト」として考えるのではなく、経済面で
「病院収益に貢献」できることを知ってもらう。

・補助的な業務への配置により、看護補助体制加算、医師事務作業補助  
  体制加算の取得・維持が可能となる。

１. 専門職のパフォーマンス上昇で加算取得が増える

・専門職の負担が軽減され余力ができることで、病棟薬剤業務実施加算、
 連携充実加算等の取得機会が広がる。

経済面のメリットもある

３. 委託業務の内製化でコスト削減ができる

・外注されている清掃業務、搬送業務などを内製化することで、コスト削減
  に繋がる。



・育休から復帰して働く医療スタッフ
も増えている
・看護助手等の高齢化や外国人の
雇用も増えている
・がん等の病気を治療しながら働き
続ける医療スタッフも増えている
・障害者手帳のないASDやADHDの
傾向のある職員への対応も課題
となっている

【「働きやすい職場」の実現が人材確保に繋がる】

障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を点検し、改善する
ことを通じて、様々な課題を抱える他の病院職員にとっても、働き
やすい職場環境となり、人材が確保しやすくなる。

51

「多様性への対応」で人材確保もしやすくなる



「合理的配慮」は働きやすい職場環境づくりのヒント

52

作業しやすい環境
段差がない、刺激（騒音等）の緩和、休憩スペース等

確実な情報提供
音声、文字、イラスト、言語、わかりやすい内容

業務の効率化
作業工程の分解・再編、マニュアル化等

相談しやすい環境
産業保健師、EAP（従業員支援プログラム）の活用等

休みの取りやすさ
育児、介護、通院、学校行事等への参加
時間単位での休暇

勤務時間の弾力化
フレックスタイム

勤務場所の弾力化
テレワーク、サテライトオフィス等

障害者雇用における

「合理的配慮」

障害者の有無に関わら
ず多様な人材の能力を
生かす環境が実現

企業価値の向上に
つながる「健康経営」

人材確保がしやすくなる



身体障害者しか雇用していない病院も多いが、高齢の身体障害者の退職に際
し、身体障害者で補充しようとしても適任者が見つからない。

障害者雇用率の達成には、精神障害・発達障害・知的障害も視野に入れた採
用が必要となっている。
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身体障害者
１９,２４４件
（６７.９％）

知的障害者
７ ,４１４件
（２６.１％）

精神障害者
１,６１４件
（５.７％）

その他
８９件
（０.３％）

全数 ２８,３６１件

ハローワークを通じた
就職件数 ４倍

身体障害者
２２,９１２件
（２０.７％）

知的障害者
２２ ,２０１件
（２０.０％）

精神障害者
６０,５９８件
（５４.７％）

その他
５,０４５件
（４.６％）

全数 １１５,６０９件

平成12年度（2000年度） 令和6年度（2024年度）

身体障害だけでは人材確保が難しい

身体障害者
２２,７０４件
（１９.６％）

精神障害者
６５,５１８件
（５６.７％）

知的障害者
２２,４４９件
（１９.４％）

その他
４,９３８件
（４.３％）



事務部門から医療部門への職域拡大が必要

54

ハローワークの指導を受けた事務部門が院内に相談しても、医療部門が
受入れに消極的なため、事務部門だけで雇用している病院も多い。

医療部門には障害者雇用に適した「定型的な補助業務」が豊富に存在する
ため、医療部門に職域を広げることが障害者雇用の成功の鍵となる。

事務・労務系業務 医療系業務



マッチングを確認するための職場実習の活用

55

（出典）ならチャレンジドニュース
2018年12月号

障害があっても
ちゃんと働けるんだ

ハローワークから紹介された者を面接だけで選考してしまい、採用後に問
題が顕在化して困惑している病院も多い。

職場の戦力とするには、障害特性と仕事や職場との相性が重要であり、採
用前の「職場実習」でマッチングを確認すれば、間違いが少ない。

この人だったら
うちの病棟にほしい
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知的障害や精神障害のある者の雇用には、就労面や生活面をサポートす
る地域の支援機関との連携が不可欠だが、職場だけで対応しようと苦労し
ている病院も多い。

業務の切り出し・再編、職場実習によるマッチングの確認、雇用後の定着
支援など、支援機関のサービスを活用しながら、安定的な雇用を実現する
ことが可能になっている。

ハローワーク

障害者就業・生活支援
センター

障害者職業
センター

特別支援学校

障害者就労移行
支援事業所等

地域の就労支援機関の活用

医療機関

事業主支援
研修講師派遣

職場実習・定着支援
生活支援

グループホーム等

自治体独自の
障害者就労支援センター

インターンシップ
通院・デイケア

生活支援

職場実習
定着支援

職場実習
就労定着支援

医療機関

人材紹介
助成金支給



業務切り出しのポイント

57

１. 他病院の事例から学ぶ

２. 能力を発揮しやすい業務を選ぶ

３. 各職場から「やってもらうと助かる業務」をアンケートで聞く

・他病院で障害者が活躍している業務は、どの病院にも多かれ少なかれあ
  るので、自院でのイメージが持ちやすい。

・高度で複雑な業務や頻繁なコミュニケーションが必要な業務だと、  能力
  を発揮しにくい者が多い。

・他病院の事例を紹介した上で職員アンケートを実施すると、想像以上に 
  多くの業務が候補として出てくる。

・候補となる業務の中から、優先順位に考慮しつつ、外部の支援機関の
  アドバイスを得て業務を絞り込んでいく。

・障害者が活躍している病院の専門職の評価を聞くと、障害者雇用への
  抵抗感もなくなり、前向きに考えられるようになる。

・定型的（決まった作業）でコミュニケーションが少なくて済む業務を選ぶ
  と、能力を発揮できる者が多い。



看護部門の仕事（清掃）

• 退院後のベッドメイク、ベッド枠の清掃

• 布団の包布入れ、枕のカバー入れ

• 点滴スタンド、酸素ボンベ台、ストレッチャー、車椅子、歩行器、ベビーカー
等の清掃

• 松葉杖の清掃と包帯巻き

• 内視鏡の洗浄

• 新生児保育器の清掃、哺乳瓶の洗浄

5858

ベッドメイク 包布入れ

58

内視鏡の洗浄 新生児保育器の清掃



看護部門の仕事（事前準備）

• 点滴固定用テープのカット（ロール状のテープをオーダーに応じた様々
な形状にカット）

• 各種パックの切り離し（注射器、薬剤、清綿等が入ったパックをミシン目
で切り離し）

• 処置セットの袋詰め

• 各種シートやガーゼ等のカットと折り畳み

• 汚物用ビニール袋の折り畳み

• 医療廃棄物処理容器（段ボール製）の組み立て

59
点滴固定用テープのカット ミシン目の切り離し シートのカット



看護部門の仕事（病棟・外来業務）

• ドアノブや床等の消毒

• 手すりや椅子の拭き掃除

• 病室洗面所の石鹸液の補充

• ペーパータオルの補充、使用済みタオルの回収

• コップ等の洗浄

• 病室のゴミの回収

• ラウンジの清掃、給茶機等の管理

• 病棟等の飾りつけ（小児病棟・外来等）

• 病棟と他部門間の搬送（検体、フィルム、文書等）

60ペーパータオルの補充 ラウンジの清掃 電子レンジ内の清掃



薬剤部門の業務

カートの搬送 カートの清拭

・薬剤カートの搬送、清拭
・薬剤トレーの清拭

トレーの清拭 61

薬剤説明書の折り畳み

輸液の補充

・薬剤への注意事項シール貼り
・薬剤説明書の折りと薬剤袋への封入

・薬品庫からの輸液のピックアップと薬品棚への補充
・病棟から返納された注射薬を品目ごとに分類

返納薬の回収



62

リハビリ部門の業務

• 作業療法室のテーブルや椅子出し

• リハビリ用具の準備

• 作業用材料のコピー（塗り絵等）

• テーブル等の清掃・消毒

• イベント用具の分類・整理・準備の補助

• リハビリ浴槽の清掃

• 患者の誘導、見守り

給食部門の業務

• 調理補助

• 料理の盛り付け

• 病棟への給食搬送

• 病棟からの食器下膳

• 食器分別、洗浄、片づけ

• 使用後段ボールの片付け

• 食材伝票の入力

• 献立表の印刷 食洗機での食器洗浄



事務部門の仕事

• データ入力

• アンケートの集計、自由記載欄の入力

• 会議資料のコピーとセット

• バーコードスキャン

• 部署印の押印

• 封筒への文書の封入と発送

• 郵便物の仕分け・配達、発送

• 病棟・外来と事務部門の文書搬送

• 日用雑貨、文具の搬送

63

• 掲示物、ポスター等の掲示

• パンフレットスタンドへのパンフレットの補充

• 廃棄文書の回収、シュレッダー処理

• 廃棄物の分別、回収、ペットボトル蓋の回収

• 院内の清掃（窓、階段、エレベーター等）

• 当直室の清掃、シーツ交換

• 職員宿舎、職員ロッカー等の清掃

• 会議室の設営、清掃

• 植栽の手入れ、敷地内外の清掃

データ入力 会議室の設営部署印の押印



師
長

課
長

師
長

分散配置

Ａ病棟

Ｂ病棟

事務課

看護補助

採用後に職場に分散して配置され、各職場の上司の指導の下に業務に
従事する体制で、職場の管理者に負担感が伴うことがある。 64

障害者

障害者

障害者

看護補助

事務補助



師
長

課
長

師
長

集中配置（チーム就労）

Ａ病棟

Ｂ病棟

サポートセンター

テープカット

Ｊ
Ｃ

各部門から業務を切り出して整理し、院内ジョブコーチ（ＪＣ）の指導の下に、
メンバーの能力・適性・状態に応じて配分される業務に従事する体制で、病棟
等の管理者は業務を発注する立場なので、負担感はない。

65

障害者

コピー・封入
シュレッダー

タオル折り

テープカット

タオル折り

テープカット
タオル折り事務課

コピー・封入
シュレッダー

支援機関

支
援
機
関



師
長

課
長

師
長

集中配置＋出向き作業（ハイブリッド）

Ａ病棟

Ｂ病棟

ベッドメイク
物品補充

各職場に出向く作業の指導や業務スケジュールの作成もジョブコーチ
が行い、朝礼や終礼も全体で行う体制。

66

事務課

テープカット
タオル折り

テープカット
タオル折り

コピー・封入
シュレッダー

コピー・封入
シュレッダー

出向き作業

サポートセンター

Ｊ
Ｃ

障害者

支援機関

支
援
機
関

ベッドメイク
物品補充
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分散配置と集中配置

①配属先の業務に適性がないと戦力に
 ならない
②配置先で従事できる業務量が少ない

 と手待ち時間が生じてしまう
③調子を崩すと仕事に穴が開く
④配置先の特定の職場に貢献

①各部門から様々な仕事を受注するの
 で、適性のある仕事を割り振れる
②各部門から受注できるので、業務量も

 多くできる
③代行可能なので仕事に穴が開かない
④幅広い部門の「働き方改革」に貢献

分散配置 集中配置
（集約オフィス）

本人の能力・適性に応じて複数の部署
に分散して配置する

特定の職務を選定して集め、複数の障
害のある職員を集中的に配置する

専任の支援者（ジョブコーチ等）の配置
が必要（コストが伴う）

配置先の上司が業務の合間に指導する
（負担感が伴う）

ジョブコーチ配置コストを要するが、各部
門のパフォーマンス向上で病院収益の
増加にも貢献する

支援の必要性が低ければ、分散配置は
ノーマライゼーションにも合致し、コスト
も少ない。



集中配置での業務発注の拡大

１
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国立がん研究センター東病院

最初は2人から
スタート

現在は16人に
まで拡大



２

69

看護部以外の業務も年々拡大



月 火 水 木 金

９：００
～１０：３０

内視鏡洗浄
ペーパータオ
ル補充

テープカット テープカット テープカット

１０：３０
～１２：００

内視鏡洗浄
ペーパータオ
ル補充

ベットメイク
ビニール袋穴
あけ

シュレッダー

１２：００
～１３：００

休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

１３：００
～１４：００

ベットメイク テープカット テープカット ベットメイク テープカット

１４：００
～１５：００

ビニール袋穴
あけ

ベットメイク
薬剤メカート
の搬送

シーツ切り離
し

薬剤カートの
搬送

１５：００
～１６：００

ビニール袋穴
あけ

シーツ切り離
し

シュレッダー シュレッダー シュレッダー

業務スケジュール例
（個人ごとに院内ジョブコーチ等が作成）
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【工夫点】 少量の仕事でも各所から集めればまとまった量になる。
（各病棟に同じ業務がある。事務の各課にも同じ業務がある）

複数の種類の仕事を集めれば1人分の仕事になる。

業務の発生頻度（毎日、週１回、月１回）に応じてスケジュールを立てる。

個人の特性を踏まえて全体の生産性が高くなるよう担当業務を割り振る。



病院幹部に聞かせたい
「医療機関向け障害者雇用の進め方セミナー」動画配信

大阪労働局が本年３月にハイブリッド形式で実施した「医療機関向け 障害者雇用の

進め方セミナー」には、２００ほどの医療機関が受講され、大変好評だったことから、
改めてオンライン配信するための動画を録画し、厚労省からアーカイブ配信（無料）
されました。

院内で病院幹部や医療職の皆さんに視聴いただくことで、障害者雇用に対する意
識が高まり、協力が得られやすくなりますので、是非、ご活用ください。

【視聴方法】
以下のYouTubeチャンネル（大阪労働局）から視聴できます。

【視聴可能期間】
2025年７月１日〜2026年３月３１日

【概 要】

講   師：医療機関の障害者雇用ネットワーク 代表 依田 晶男
タイトル：医療現場における障害者雇用の進め方〜タスクシフトで働き方改革〜
録画時間：約６５分

71

障害者雇用のノウハウは
社会全体で共有すべきもの



夢をつなぐDoctor's Network

72

第６章

障害のある先輩医師からのメッセージ
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障害のある子供達の中では、憧れる大人として主治医がイ
メージされることが多く、また、医療で助けられた分、将
来は医療の仕事で恩返ししたいと考える若者がいます。
しかしながら、障害がありながら働く医師の情報が少ない
ため、自分が働くイメージを持てず、医師への夢を断念し
がちです。
自分と同じ障害でも活躍している医師の存在を知れば、夢
に向かって努力できるのではないでしょうか。

一方、医師になった後に事故や病気が原因で障害のある
状態となる方もいますが、同様に情報が少ないため、医
師として働き続けることに不安を感じる方も多いです。
自分と同じ障害でも働き続けている医師の情報が得られ
れば、早い段階から医師の仕事への復帰に向けて、計画
的に取り組めることでしょう。

このネットワークの「夢をつなぐ」という言葉には、これから医師を目指そ
うとする皆さんに対して、同じ道を経験した先輩の医師達が自らの経験で得
たノウハウをつなぐ思いと、医師として働き続ける夢が障害により断ち切ら
れずにつながる願いを込めています。

「夢をつなぐDoctor‘s Network」の趣旨

74



医師という職業の可能性

臨床医の業務の本質は、患者の状態を踏まえた「医学的判断」

臨床医以外にも、産業医、行政機関（保健部局、保健所等）、研究
職など医師資格を活かした業務は幅広く存在

診察での情報収集や情報伝達は、周囲のサポートや補助機器を活用
することで、相当程度補うことができる
・ICTの活用（音声入力、読み上げソフト等）
・代替機器の活用（聴診器に代わる自動血圧計、心電図等）

「医学的判断」は、身体が動かなくても情報があればできる

医師資格があれば、重度の障害があっても専門性を活かして幅広い
業務で活躍できる可能性がある
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夢をつなぐDoctor‘s Networkのホームページ【2020年3月】
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「夢をつなぐDoctor‘s Network」の枠組み

１.ハンドルネーム（匿名性）での情報発信

・プロフィール（所属、診療科、障害の内容、障害の発生時期）
・これまでの経緯
・医師として働く上での工夫や配慮
・医師を目指す方や医師を続けることに不安を感じている方への
メッセージ

２.先輩医師への質問・回答（匿名性の確保）

質問者からメールで事務局に質問

質問者から先輩医師に質問内容を転送（アドレス削除）

先輩医師からの回答を事務局に送信

先輩医師の回答をまとめて事務局から質問者に送信

質問者から先輩医師へのメッセージを事務局に送信

質問者からのメッセージを先輩医師に送信 77
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先輩医師の皆さん
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radiologistさん
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ドクターWESTさん



花さん
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「夢をつなぐDoctor‘s Network」の課題

82

課題１：情報を必要としている方への周知

課題３：障害のある医師同士の交流の機会の設置

先輩医師に相談できた人には大変喜ばれていても、サイトに辿り
着ける人は極く少数に止まっている。障害を理由に医師への道を
諦める人を一人でも減らすためには、ネットワークの活動やサイ
トのことを広く社会に知っていただく必要がある。

課題２：相談対応できる先輩医師を増やす

先輩医師は現役の医師で大変多忙なため、質問者が増えると負担
が大きくなる可能性がある。先輩医師の負担を減らすとともに、
障害種別ごとに対応できるためにも、先輩医師を増やしていく必
要がある。

障害がある中で活躍している医師の情報は極めて少ないため、先
輩医師からは他の先輩医師と意見交換したいとの声が寄せられて
いる。診療は多忙で全国各地で働いているため、オンラインによ
り対話できる機会を設ける必要がある。



夢を広げる翼プロジェクト

83

一の翼：認知度向上に向けたオンラインセミナーの開催

大学の学生支援室、医療関係団体、障害者団体等に広く呼びか
けてオンラインセミナーを開催し、ネットワークの活動を周知
するとともに、マスコミにも取り上げてもらうことにより、必
要な方にサイトの情報が届くようにする。

二の翼：相談対応強化に向けた先輩医師の倍増

三の翼：先輩医師同士の交流サイトの開設

オンラインセミナーの開催と合わせて、医療関係団体等を通じて
先輩医師として活動いただける医師を募集し、先輩医師の数や障
害の幅（ウィング）を広げる。

先輩医師同士がハンドルネームで情報交換や意見交換できるコー
ナーをサイト内に設けることで、それぞれの経験や工夫を共有で
きるようにする。

合わせて、活動内容が具体的にイメージできるよう、個人が特
定されないよう加工した相談事例を作成し、サイトやセミナー
で紹介できるようにする。



障害が支障にならない環境整備を医療現場から発信

84

製品やサービスに対する「合理的配慮」が浸透してきた一方で、医
師が診療で用いる医療機器や電子カルテ等については、障害に対す
る配慮がされているものは、ほとんど見られない。

障害のある医師の意見を集約し、医療機器や電子カルテ等の規格に
反映させれば、年齢とともに身体機能が低下する高齢の医師も安心
して診療できる職場環境となり、医師以外の医療従事者にも働きや
すい環境が実現できる。

人口の高齢化により、70代80代になっても現職で診療にあたる臨床
医が増加しており、聴覚・視覚・動作等の身体機構が低下しても臨
床で活躍できる環境を整備する必要が高まっている。

ICTの活用により効果的な配慮が可能となっているので、医療機器や
電子カルテ等に対しても、配慮の考え方を普及していく必要がある。
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